
 

 

第１８回議会運営委員会 
日 時 令和８年４月２２日（水） 

午前１０時から     

 場 所 第１委員会室       

付議事項 

１ 臨時会の申入れについて 

 

２ ５月臨時会の日程案について・・・別紙１ 

 

３ 議運決定事項について 

 

４ 議員の情報発信について・・・別紙２ 

 

５ その他 

 



月 日 曜日 日程 備考

５ ４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

１０ 日

１１ 月 告示

１２ 火 議運

１３ 水

１４ 木

１５ 金

１６ 土

１７ 日

１８ 月 本会議初日

１９ 火 ２委員会

２０ 水 委員会予備日

２１ 木

２２ 金

２３ 土

２４ 日

２５ 月

２６ 火 本会議最終日

２７ 水

２８ 木

２９ 金

３０ 土

３１ 日

令和８年第２回（５月）臨時会日程案

会期 令和８年５月１８日から５月２６日までの９日間

別紙１



 

 

第６２・６３回議運決定事項 
 

令和７年９月１日（月） 

令和７年９月４日（木） 

決定事項 

１ 令和７年第３回（９月）定例会に関する事項について 

(1) 総務文教常任委員長及び政策提案特別委員長から所管事務調査報告を行

いたい旨の申入れがあり、議事日程に追加することとした。 

 (2) (1)に伴う議事日程の変更案については、次のとおりとした。 

９ １０ 水 午前１０時 本会議 

・委員会の所管事務調査報告 

（総務文教常任委員会） 

（政策提案特別委員会） 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

・閉会中の調査事項について 

 

２ 日本共産党山陽小野田市議会議員団による善良なる市民に対する名誉毀損

事件についての陳情書 

議長に対して、資料１のとおり答申した。 

 

３ 第１０回議会運営委員会における諮問事項について 

議長に対して、資料２のとおり答申した。 

本件に係る審査の中で「議員が情報発信するに当たって注意すべき事項」

を以下のとおり決定した。 

(1) 情報発信に当たっては、相手を誹謗中傷しないこと。 

(2) 情報発信に当たっては、必ず事実確認を行うこと。 

(3) もし発信した内容が、相手への誹謗中傷に当たった場合又は事実でなか

った場合には、速やかに適切な是正措置を行うこと。 

 

４ 陳情・要望等の審査結果について（お知らせ）に関する件 

  議長に対して、資料３のとおり答申した。 

別紙２



令和７年（2025 年）９月４日 

 

山陽小野田市議会議長 髙 松 秀 樹 様 

 

議会運営委員長 宮 本 政 志 

 

陳情・要望書の審査結果について（報告） 

令和７年７月２２日付けで受理した「日本共産党山陽小野田市議会議員団によ

る善良なる市民に対する名誉棄損事件についての陳情書」について、令和７年７

月２３日から令和７年９月４日までに開催した議会運営委員会において審査を

行いました。その結果を下記のとおり御報告します。 

記 

１ 陳情・要望書の件名 

  日本共産党山陽小野田市議会議員団による善良なる市民に対する名誉毀損

事件についての陳情書 

２ 審査結果 

  本陳情書に基づいて審査したところ、次のとおりの結論となった。 

令和７年９月１日に中島好人議員及び山田伸幸議員（以下「両議員」とい

う。）を参考人として議会運営委員会に招致し、陳情書及びその添付資料を基

に、陳情者が「虚偽又は事実に基づかない記載や想像で記載されたもの」、「印

象操作」と指摘した箇所等について、事実確認のための質疑を行った。 

しかし、それらの質疑に対する両議員の回答は「審査内容が議会運営委員

会の範疇を超えている」、「議会外の政治活動は審査すべきではない」、「添付

資料は既に取り下げた文書であり、取り下げたものに関しては回答しない」

などに終始し、議会運営委員会としては事実確認を行うことができなかった。 

そのため、これ以上の審査は不可能と判断し、審査を打ち切ることとした。 

 

資料１



令和７年（2025 年）９月４日 

 

山陽小野田市議会議長 髙 松 秀 樹 様 

 

議会運営委員長 宮 本 政 志 

 

諮問事項についての審査結果について（報告） 

第１０回議会運営委員会において諮問された事項について、議会運営委員会に

おいて審査を行いました。その結果を下記のとおり御報告します。 

記 

１ 陳情・要望書の件名 

  第１０回議会運営委員会における諮問事項について 

２ 審査結果 

  諮問事項に基づいて審査したところ、次のとおりの結論となった。 

  過去の議会運営委員会において、「明るいまち」に事実確認をしていない記

事や個人を誹謗中傷するような記事があるという点について、中島好人議員

及び山田伸幸議員（以下「両議員」という。）に対して「記事を書くに当たっ

ては、必ず事実確認を行うべきこと、記事の内容が不適切ではないかをきち

んと確認すること、また、内容が不適切であった場合には是正措置を適切に

行うこと」を求めた結果、両議員からは「事実確認をしていない記事を掲載

したことがあったため、改めて記事を精査し、訂正記事などの措置を適切に

行う」との回答があったこと、また、昨今、議員がＳＮＳ等を用いて情報を

発信する機会が増えていることを踏まえ、議員が情報を発信する場合の注意

事項を全議員に周知すべきであることを確認した。なお、周知する事項は次

のとおりである。 

(1) 情報発信に当たっては、相手を誹謗中傷しないこと。 

(2) 情報発信に当たっては、必ず事実確認を行うこと。 

(3) もし発信した内容が、相手への誹謗中傷に当たった場合又は事実でな

かった場合には、速やかに適切な是正措置を行うこと。 

 

資料２



令和７年（2025 年）９月４日 

 

山陽小野田市議会議長 髙 松 秀 樹 様 

 

議会運営委員長 宮 本 政 志 

 

陳情・要望書の審査結果について（報告） 

令和７年８月１３日付けで受理した「陳情・要望等の審査結果について（お知

らせ）に関する件」について、令和７年９月４日に開催した議会運営委員会にお

いて審査を行いました。その結果を下記のとおり御報告します。 

記 

１ 陳情・要望書の件名 

  陳情・要望等の審査結果について（お知らせ）に関する件 

２ 審査結果 

  本陳情書及びその元となる令和６年８月１６日付け「議会運営に関する陳

情書」に基づいて「他の市議会等からの視察を受け入れた際に本市議会が発

信した内容」を記録として残すことの是非を検討した。 

先の議論により、質疑応答の記録全てを残すことは本市議会と視察に来る

市議会等との活発な意見交換の機会を損なうという懸念があると結論づけて

いるので、本陳情書にもあるとおり、この度は当該発信内容の概要を作成す

るか否かについて議論した。 

その結果、改めて両陳情書の「視察において本市議会が発信した内容の記

録を残すことは本市議会の重要な財産となる」という願意には賛同できるも

のであるため、令和７年９月４日以降の視察について、議長から視察ごとに

担当として指名された議員が「他の市議会等からの視察を受け入れた際に本

市議会が発信した内容の概要」を作成することとした。 

 

資料３


